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お客さまとの

| 1 安心してお使いいただける製品・サービスの提供 I 

(1)私たちは、常にお客さまの満足を心がけ、法令に従って、製品・サービスの安全性および品質に十分配慮

します。

(2)私たちは、私たちの保有する技術について、現状に満足することなく、その効果の改善やコスト低減など、

さらなる効率性向上に取り組み、ものづくりの高みを目指します。

(3)私たちは製造に使用する化学物質等を適切に管理し、製品・サービスおよび排出物に不適切な物質が含

まれていないことを確認します。

(4)私たちは、紛争鉱物を含む原材料の調達にあたり、世界の人々の基本的人権の尊重と国際的な取り決め

を遵守し、その調達先に対し必要に応じて中立的な第三者によるデュー・デリジェンスなどにより、適正

性を確認します。

| 2 自由な競争および公正な取引 I 

(1)私たちは、お客さま取引先、競争会社との関係を常に透明かつ公正なものとし、社会倫理に従って誠実

な取引を行います。

(2)私たちは、事業上の優位な地位を占めること、また経済的な利益を得ることを目的として、公正な自由競

争に反する行為、不法・不正な行為・手段を取りません。私たちは、独占禁止法等の関係法令を遵守した

公正な活動を励行し、談合やカルテル行為を行いません。

| 3 取引先・協力先との取引に関する方針 I 

(1)私たちは取引先や協力先に対し、常に対等、公正な立場で接し、法令および契約に従って誠実な取引を

行います。私たちは、取引先や協力先に対し、排除行為、不当な差別的取扱い、事業活動の拘束等、不正、

不当な行為を行いません。

(2)私たちは取引先が当社との取引を全うするために、不正な行動に及ぶことを認めません。また、私たち

は取引先に対しても、この行動規範で定めるものと同じ水準で取組み、管理することを求め、必要により

取引先の取組み状況を調査することとします。

(3)私たちは、私たちの職務に関連して、利益や便宜の供与を受ける等の個人的な利益を求めません。

| 4 輸出入に関する方針 I 

私たちは、製品、技術、役務等の輸出入取引について、国内外の法令による規制を遵守し、社内規程等の手

続きに従って適正に実施します。

| 5 宜伝・広告等に関する方針 I 

私たちは、宣伝・広告その他の営業活動において、製品・サービスの品質、性能、仕様について事実に反する、

またお客さまに誤解を生じさせるおそれのある表示・表現を行いません。
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| 1 企業情報の正確性と適確な発信 I 

私たちは、企業情報の正確性を常に確保し、会社の経営内容、事業活動状況等の情報を株主•投資家の皆さ

まに対し、法令等に従って適切に開示•発信します。

| 2 会社財産の管理および適正使用 I 

私たちは、有形・無形にかかわらず会社の財産を社内規程等に従い適正に管理し、私的用途に流用する等、

業務目的以外に使用しません。

| 3 インサイダー取引の禁止 I 

私たちは、職務や取引に関連して知り得た未公表の情報を利用して、株式等の有価証券の売買を行いま

せん。

| 4 秘密情報の取扱い I 

(1)私たちは、会社の秘密情報を厳重に管理し、社内規程等の手続によることなく開示・漏洩しません。これ

は、在職中のみならず退職後も同様とします。

(2)私たちは、業務上知り得たお客さま取引先等の情報を正当な目的以外に使用せず、また漏えい等が起き

ないよう厳重に管理します。

(3)私たちは、不正な方法によりお客さま購入先、販売パートナーその他の取引先、競争会社等の秘密情報

にアクセスし、または、その入手を図りません。

| 5 知的財産権の保護と活用 I 

(1)私たちは、研究開発等の知的活動の成果を知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権

等）によって保護、維持し、かつ積極的に活用するよう努めます。これらの権利の許諾等の管理は、社内規

程等に従い行います。

(2)私たちは、第三者の正当な知的財産権を尊重し、故意に侵害または不正使用を行いません。



(1)私たちは、経済的な利益を追求するなかで、HSE(Health：健康、Safety：安全、Environment：環境）を
コミットした職場環境を構築することが、労働生産性向上につながることを認識します。

(2)私たちは、就業年齢や就業時間等において現地における労働関係法令を遵守します。また、給与計算・支

給手続きを透明性のあるものとし、賃金が定められた最低水準を下回ることはありません。

(3)私たちは、会社が提供する福利厚生制度の利用について、合理性の無い制限を設けません。また、関係法

令、会社との合意などによる従業員の権利、会社の義務、必要な周知活動・研修を徹底します。また、こうし

た状況を維持するため、実態の把握や継続的な改善に取組みます。

(4)私たちは、従業員の就労にあたり、働く者にとって安全衛生上の危険やインシデント等の要因となるもの

をできる限り明示し、排除あるいは最小化に努めます。また、働く者の安全を図るため、使用する機械・設備

の安全性を確保し、必要な防護装具を随時・適切に使用します。

(5)私たちは、職場環境の整備について、すべての従業員とのコミュニケーションを欠かさず、職場の管理職を

通じ、各人の体調・意欲を把握し、労働災害や疾病の発生の防止に取組みます。万が一、災害が発生してし

まった場合は、事態に応じた適切な対応を適時に実行します。

体
効果的な実践に向け l ~ 

1 運用体制 I 

(1)この規範の主管部門は人事総務部とし、同部はこの規範に規定する事項の実施につき、EMデバイスグ

ループ各社および当社の関係各部門と協働して推進します。

(2)私たちは、ここに掲げた方針を周知活動、研修の実施などにより社内に徹底し、適切に見直しを行い、時

代と社会の要請に適したものとしていきます。また、行動規範の実施状況を適宜チェックするとともに、適

正な適用を進めます。

(3)私たちは、役員を含めたすべての従業員が、この行動規範を業務における基本原則として判断・行動する

よう、全従業員を対象とする継続的で体系的な研修プログラムを策定・実行します。この規範の遵守状況

については、人事総務部がモニタリングを行います。

(4)この規範の運用に関する基本方針は、経営会議において審議し、必要に応じて取締役会に報告します。

2 照会先 I 

この規範の各項目に関する疑義、解釈等の問合せ窓口は、人事総務部とします。




